
け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
）

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

（
有
料
広
告
）

日曜納税窓口

月　の　納　税

月中のひとの動き

2019.６ 1415 2019.６

●市県民税（普通徴収）第１期
●介護保険料　　 　　  第１期　　　　　（普通徴収）

６月30日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所2階1番窓口）

（納期限：７月１日㈪）
6

人口   100,863人(前月比△474)
　男 48,382 人 (同△177)
　女 52,481 人 (同△297）
世帯 45,043 世帯（同△80）
転入    543人 転出    979人
出生      49人 死亡     87人

3
（４月１日現在）

　
梅
雨
や
台
風
の
雨
に
よ
る
、
た

め
池
の
決
壊
を
防
ぐ
た
め
、
次
の

こ
と
に
注
意
し
、
十
分
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

・
定
期
的
に
巡
回
す
る

・
水
位
調
整
を
こ
ま
め
に
行
う

・
異
変
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
水
路
や
た
め
池
周
辺
の

草
を
刈
る

・
池
の
ご
み
を
取
り
除
く

・
ヌ
ー
ト
リ
ア
な
ど
の
動
物
が
巣

を
作
っ
て
い
な
い
か
確
か
め
る

※
異
常
が
あ
れ
ば
、
ご
連
絡
く
だ

さ
い

問
農
村
整
備
課
（
市
役
所
４
階
）

☎
32
－
２
０
７
７
、
各
支
所
産

業
建
設
課

と
き　
６
月
～
令
和
２
年
３
月

と
こ
ろ　
市
内
全
域

※
こ
の
調
査
で

料
金
を
請
求

す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
調
査
員
は
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
て
い
ま
す
。
不
審
な

訪
問
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
水
道
局
水
道
施
設
課
☎
32
－
２

　
１
０
８

　
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
や
町
並
み

の
保
存
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う

た
め
、
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　
６
月
１
日
㈯
～
16
日
㈰　

と
こ
ろ　
市
立
図
書
館（
ア
ル
ネ・

津
山
４
階
）

内
容　
景
観
や
ま
ち
づ
く
り
の
取

り
組
み
紹
介
、
高
校
生
に
よ
る

住
宅
設
計
競
技
会
な
ど

問
歴
史
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
☎
32

－
７
０
０
０

　
６
月
は
食
育
月
間
で
す
。
主
食

主
菜
・
副
菜
を
そ
ろ
え
て
食
べ
る

こ
と
の
啓
発
、

減
塩
に
つ
い

て
の
ポ
ス
タ

ー
掲
示
と
レ

シ
ピ
な
ど
の

配
布
を
行
い

ま
す
。

と
き　
６
月
14
日
㈮
～
21
日
㈮

と
こ
ろ　
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ

ー
問
津
山
市
食
育
推
進
本
部
（
健
康

増
進
課
内
）
☎
32
－
２
０
６
９

と
き　
６
月
22
日
㈯
～
28
日
㈮

と
こ
ろ　
市
立
図
書
館
前
ホ
ー
ル

（
ア
ル
ネ
・
津
山
４
階
）

内
容　
男
女
共
同
参
画
の
啓
発
パ

ネ
ル
や
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

問
津
山
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

「
さ
ん
・
さ
ん
」（
人
権
啓
発
課

内
）
☎
31
－
２
５
３
３

　
積
極
的
な
勧
奨
は
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
予
防

接
種
を
希
望

す
る
人
は
、

接
種
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象　
平
成
15
年
４
月
２
日
～
平

成
20
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女

性
接
種
回
数　
３
回

接
種
費
用　
無
料

接
種
期
間　
令
和
２
年
３
月
31
日

ま
で

※
接
種
に
よ
る
効
果
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
健
康
増
進
課（
津
山
す
こ
や
か・

こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
32
－

２
０
６
９

　
６
月
は
、
マ
イ
バ
ッ
グ
強
化
月

間
で
す
。

　
買
い
物
に

は
マ
イ
バ
ッ

グ
を
持
参
し
、

レ
ジ
袋
の
削

減
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

問
環
境
事
業
課
３
Ｒ
推
進
係
☎
32

－
２
２
０
３

　
悩
み
を
持
つ
子
や
保
護
者
か
ら

の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

と
き　
６
月
１
日
㈯
・
２
日
㈰
午

後
１
時
～
４
時
、
６
月
７
日
㈮

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

と
こ
ろ　
鶴
山
塾
（
山
下
）

問
鶴
山
塾
☎
22
－
８
３
２
９

そ
の
他
の
相
談
は
、
22
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す　
　

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
心
身
に
障
害

の
あ
る
人
が
、
引
き
続
き
給
付
を

受
け
る
た
め
に
は
、
受
給
資
格
の

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

期
間　
６
月
３
日
㈪
～
14
日
㈮

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

問
子
育
て
推
進
課
（
津
山
す
こ
や

か
・
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
32
－
２
０
６
５
、
各
支
所
・

出
張
所
担
当
課

■
心
身
障
害
者
医
療
費

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階

10
番
窓
口
）
☎
32
－
２
０
６
７
、

各
支
所
・
出
張
所
担
当
課

　
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
引
き

続
き
受
給
す
る
人
は
、
必
ず
現
況

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
５
月
下
旬
に
発
送
す
る
案

内
通
知
を
受
け
取
っ
た
人

提
出
先　
子
育
て
推
進
課
、
各
支

所
・
出
張
所
担
当
課

提
出
方
法　
返
信
用
封
筒
で
郵
送

ま
た
は
窓
口
に
直
接
提
出
す
る

締
め
切
り　
６
月
28
日
㈮

※
提
出
が
な
い
場
合
、
６
月
分

（
10
月
支
払
い
）
以
降
の
手
当

の
支
給
が
停
止
し
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い

※
５
月
中
に
認
定
手
続
き
を
し
た

人
は
提
出
不
要

※
必
要
書
類
は
案
内
通
知
を
ご
覧

く
だ
さ
い

問
子
育
て
推
進
課
☎
32
－
２
０
６

　
５

　
８
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り

ま
す
。
７
月
下
旬
に
普
通
郵
便
で

郵
送
し
ま
す
。
簡
易
書
留
に
よ
る

郵
送
を
希
望
す
る
人
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

締
め
切
り　
６
月
28
日
㈮

問
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
８

番
窓
口
）
☎
32
－
２
０
７
３

　
農
業
者
年
金
を
受
け
て
い
る
人

へ
、
農
業
者
年
金
基
金
か
ら
、
現

況
届
の
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先　

農
業
委
員
会
事
務
局

（
農
業
振
興
課
内
：
市
役
所
４

階
）、
各
支
所・出
張
所
担
当
課

締
め
切
り　
６
月
28
日
㈮

※
提
出
が
な
い
場
合
、
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
32
－
２

　
１
５
９

と
き　
６
月
３
日
㈪
～
28
日
㈮

閲
覧
場
所　
農
業
振
興
課
、
各
支

所
・
出
張
所
担
当
課

※
平
成
30
年
度
は
１
３
５
の
協
定

の
取
り
組
み
に
約
２
億
１
７
５

　
６
万
円
を
交
付
し
ま
し
た

問
農
業
振
興
課
☎
32
－
２
０
７
９

お
知
ら
せ

国民年金保険料の免除や
納付猶予期間がある人へ

　国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納
付特例の承認を受けた人は、全額納付した人
に比べて、老齢基礎年金の受給額が少なくな
ります。将来受け取る老齢基礎年金を増やす
ために、これらの期間の保険料をさかのぼっ
て納める（追納する）ことができます。
対象　10年以内の保険料
※一定期間経過後は、当時の保険料に、一定
額を加算して支払う必要があります
※申請方法など、詳しくはお問い合わせくだ
さい

■問保険年金課国民年金係（市役所１階７番窓
　口）☎32-2072、各支所・出張所担当課、
　津山年金事務所（田町）☎31-2360

鶴
山
塾
　
休
日
・
延
長
相
談

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証 

簡
易
書
留
希
望
の
受
付

子
宮
頸け

い

が
ん
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種

平
成
30
年
度
中
山
間
地
域
直
接

支
払
制
度
実
施
状
況
の
公
表

各
種
医
療
費
受
給
資
格
の

更
新
手
続
き

児
童
手
当 

現
況
届
の
提
出

農
業
者
年
金 

現
況
届
の
提
出

漏
水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

男
女
共
同
参
画
週
間
パ
ネ
ル
展

お
か
や
ま
マ
イ
バ
ッ
グ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

た
め
池
の
管
理

食
育
月
間
パ
ネ
ル
展

ま
ち
づ
く
り
月
間
パ
ネ
ル
展

・


